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準感染警戒期における対策について 
 
 
 本県では、９月１１日（金）までを「感染警戒期」として、これまで県民の皆様、事

業者の皆様に対し、特措法に基づく各種の協力要請をしてまいりました。 
県民の皆様、事業者の皆様には、この間の各種の要請に御協力いただき、感謝申し上

げます。 
現状といたしましては、一定数の感染者の発生が散発的に見られるものの、感染が

が急増または拡大しているという状況にはなく、他の都道府県においても、新規感染

者が一定程度減少傾向にあると考えられます。 
こうした状況や県内の医療提供体制などの指標等を総合的に判断して、９月１２日

（土）以降は、「準感染警戒期」に移行することとし、引き続き、感染拡大防止の徹底

を図りながら、社会経済活動の維持・回復との両立に向けて取り組んでまいります。準

感染警戒期においては、これまでの感染警戒期における、いわゆる特措法に基づく協

力要請ではなく、協力依頼という形で、県民の皆様、事業者の皆様に感染防止対策を徹

底いただくことなどをお願いすることとしております。 
 貴職におかれましては、こうした状況を御理解いただき、「準感染警戒期における対

策（９月１２日以降）について」（別紙）の貴社（団体）の職員の皆様及び関係先への

周知及び感染防止対策の徹底につきまして、御協力をお願い申し上げます。 


